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悌
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止
仰

論

松

岡

孝

見

序

雷

東
亜
庄
内
域
絞
済
が
世
界
経
済
に
於
い
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
恒
要
た
特
性
の
一
つ
は
、
共
の
一
資
本
主
義
制
絞
消
に
於
げ
る
後
遺
性
で

あ
る
o

併
し
更
に
立
ち
入
っ
て
共
の
東
亜
炭
域
経
済
の
構
成
者
た
る
日
、
浦
、
支
、
偽
印
、
泰
等
の
如
き
も
の
を
見
る
と
、
そ
と
に

は
ま
た
更
に
絞
済
縫
展
の
前
後
に
つ
い
て
明
瞭
在
段
階
が
あ
る
。
そ
し
て
日
本
の
如
き
を
以
っ
て
先
進
性
を
有
す
る
も
の
と
し
支
那

及
悌
印
の
如
吉
を
以
っ
て
後
進
性
を
有
す
る
も
り
と
ナ
る
こ
と
に
閲
し
て
は
恐
ら
く
異
論
の
左
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
唯
諸
に
支
那

及
悌
印
は
等
し
く
東
亜
康
域
経
済
白
後
進
岡
で
は
る
る
が
、
此
の
雨
者
の
聞
に
は
ま
た
鋭
い
針
丘
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
と
の
こ

と
が
以
下
論
述
せ
ん
と
す
る
仰
印
幣
制
一
諭
構
成
。
上
に
極
め
て
重
要
注
鮪
と
た
る
心
で
あ
る
。

端
的
に
云
ふ
な
ら
ば
、
支
郊
は
膨
大
友
消
費
地
盤
を
擁
す
る
輸
入
超
過
岡
た
る
に
反
し
、
偽
印
は
消
費
力
よ
り
も
輸
出
力
の
優
位

闘
印
ち
輪
山
内
超
過
闘
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
支
那
は
現
代
金
融
資
本
国
白
忽
大
友
蓄
積
力
を
以
っ
て
之
を
運
用
し
な
け
れ
ば
運
別
し

得
な
い
劃
象
で
あ
る
の
に
封
L
、
悌
印
は
共
自
由
阻
輸
出
力
が
輸
入
に
劃
し
て
優
位
で
あ
り
、
己
白
こ
と
は
必
十
し
も
膨
大
た
金
融
資

本
固
で
泣
く
て
も
共
の
闘
白
政
治
力
に
劃
し
て
偽
印
の
経
済
地
盤
を
制
整
せ
し
め
る
と
と
を
以
っ
て
充
分
に
運
刷
し
得
る
と
考
へ
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。



私
は
以
下
此
白
脱
角
忙
於
い
て
仰
印
の
一
幣
制
を
考
察
せ
ん
と
す
る
も
白
で
あ
る
が
、
此
の
間
題
に
闘
し
て
は
更
に
、
如
例
に
し
て

か
か
る
政
治
経
済
地
穣
が
怖
印
に
抗
ら
れ
た
か
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

偽
印
経
済
地
盤
成
立
過
程

一
八
六
七
年
交
枇
支
那
が
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
正
し
て
部
め
ら
れ
て
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
勢
力
は
吹
第
に
北

k
し
約
二
十
年
に
し
て
一

八
八
七
年
今
日
の
請
は
ゆ
る
仰
印
邸
ち
印
度
支
那
聯
邦
は
成
立
し
た
。
聯
邦
成
立
首
初
フ
ラ
ン
ス
を
支
配
し
て
ゐ
た
白
巾
主
義
政
策

は
、
共
後
フ
ラ
ン
ス
本
閣
の
過
剰
生
産
と
販
路
横
張
と
の
た
め
逐
次
共
の
政
策
宇
保
護
主
義
政
策
に
移
行
し
、
特
に
本
岡
植
民
地
開

税
同
盟
品
止
に
束
京
向
兵
が
こ
の
問
題
に
関
聯
し
て
論
議
さ
れ
た
。
モ
し
て
此
の
思
想
は
一
八
九
二
年
白
法
律
と
な
り
、
悌
印
は
一
の

伺
化
植
民
地
(
口
。

E
S
E
E
H己
主
と
し
て
認
め
ら
れ
て
、
怖
印
に
移
入
す
る
仰
園
生
産
品
は
無
税
と
さ
れ
た
。
外
出
削
生
産
品
は
怖
岡

闘
税
訟
を
諮
問
さ
れ
る
が
偽
印
生
産
品
の
怖
闘
移
入
は
嘱
税
と
さ
れ
る
と
と
が
決
定
さ
れ
た
。

同
町

2
ミ
は
「
気
候
環
境
の
甚
し
く
臭
っ
た
世
界
各
地
に
あ
る
怖
閣
制
民
地
に
針
し
、

本
岡
闘
税
を
一
率
に
共
の
ま
ま
油
川
ぜ
ん
と
す
る
己
正
は
合
理
的
た
考
方
と
し
て
は
か
つ
て
思
ひ
っ
か
れ
な
か
っ
た
己
と
で
あ
る
」

己
の
貼
は
勿
論
批
判
多
き
と
と
る
で
あ
る
。

と
誠
一
ベ
て
ゐ
る
。
賞
際
を
見
る
と
一
九
一
四
年
の
世
界
大
戦
ま
で
は
一
貫
せ
る
政
策
D
責
施
は
悌
印
の
財
政
牧
入
維
持
の
見
地
と
悌

凶
工
業
保
護
の
必
妥
と
の
た
め
に
不
可
能
で
あ
っ
売
。
然
る
に
一
九
一
四
年
欧
洲
大
戦
の
設
展
は
必
然
的
に
怖
印
を
戦
争
資
源
供
給

地
盤
と
し
て
利
用
す
る
に
至
り
、
之
を
契
機
と
し
て
海
外
投
資
は
フ
ラ
ン
ー
を
そ
そ
っ
た
が
、
と
の
こ
と
は
同
時
に
悌
印
終
消
地
盤

の
開
致
に
も
拍
車
を
か
け
た
こ
と
は
謂
ふ
ま
で
も
在
い
。
か
く
し
て
一
九
二
八
年
に
は
関
税
法
一
部
り
修
正
絞
和
が
悶
ら
れ
た
。
尤

も
寅
際
は
依
然
同
化
主
義
の
強
制
に
上
っ
て
帥
仰
木
凶
主
義
の
色
彩
は
強
く
、
か
か
る
排
他
主
義
白
強
行
は
続
々
仰
印
を
ば
世
界
少
〈

僻

即

時

制

論

第
五
十
三
春

穴
五
九

第
六
続

七

Ferry J.: Le regime doual】ierde l'Indochine， Par凶 1912，p. 72 1) 



偽

印

幣

制

論

第
五
十
二
審

第
六
輔

凡

ハ六

O

も
東
軍
諸
国
か
ら
場
離
し
光
経
済
地
盤
と
し
て
つ
〈
り
あ
げ
る
乙
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
開
瑳
傾
向
は
共
後
聞
も
む
〈
勃
獲
し
た
肘

界
恐
慌
に
よ
っ
て
愈
々
瀬
著
と
た
っ
た
。
殊
に
一
九
三
二
年
開
か
れ
た
英
帝
国
曾
議
の
示
唆
は
フ
ラ
ン
ス
に
も
そ
の
植
民
地
糾
合
に

主
る
フ
ラ
ン
ス
帝
園
舎
議
を
要
崎
町
せ
し
め
、
同
合
議
は
フ
ラ
ン
ス
帝
国
の
自
給
自
足
主
主
張
し
た
叩
そ
し
て
乙
の
と
と
は
営
然
偽
印

と
フ
ラ
ン
ス
本
閣
と
の
終
漕
関
係
に
於
い
て
偽
印
の
米
、
ヱ
萄
黍
、
茶
等
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
輸
出
を
増
加
し
迭
に
フ
ラ
ン
ス
本
闘
と

悌
印
間
と
白
貿
易
闘
係
を
ぽ
従
来
の
フ
ラ
ン
ス
の
受
取
勘
定
を
改
め
て
偽
印
の
受
取
勘
定
た
ら
し
め
る
と
と
と
た
っ
た
。
己
れ
寅
陀

イ
ギ
リ
ス
が
隣
邦
首
ど
の
聞
に
地
域
的
特
種
協
定
主
義
を
運
用
し
た
の
と
具
、
り
フ
ラ
ン
ス
帝
蹴
主
義
的
経
済
政
策
の
結
同
市
で
あ
っ
て
、

悌
印
の
経
済
地
探
聞
殻
上
傑
〈
同
国
意
す
べ
き
軸
で
あ
る
。

E

の
傾
向
を
助
成
せ
る
も
の
と
し
て
は
、
仰
印
に
於
け
る
イ
ン
フ
レ
エ
シ
ヨ
ン
北
に
営
時
盛
行
せ
る
フ
ラ
ン
白
ピ
ヤ
ス
ト
ル
へ
の

逃
避
が
考
へ
ら
れ
る
。
今
之
を
仰
印
に
於
け
る
業
態
別
枇
債
後
行
瀬
に
つ
い
て
見
る
と
左
目
如
く
で
あ
る
。

一
九
二
四
年
1
一
九
三

O
年
仰
印
枇
債
殻
行
紙

(
車
位
百
高
出
)

fl，事
九九九九 九 九 九

一 一 一 一一一一

O 九八七 六五回
昔十 来

年 年 年 年年年年

七回、
一一八-三六一Z回一口四王=内者世宜= 業

ヨプ回ヨミt 

宗Z‘〈

ー回包

自 己-t||草肉

三六回 云里歪ーさ量豆|業

吉国
三重吾主会 舟国L蕉4行

フヲシス陀於て:It替補償紙、移出奨閥金、轍入割暑が制官されたのは正に此
の軟であった。
Robequain， Ch.: L・evolutioneconomique de l'Indochine francaise， 1939， 
Paris， p.I8 3 
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更
に
ま
た
一
九
二
四
年
一
九
三
五
年
聞
に
亙
る
枇
債
獲
行
を
既
設
合
枇
及
新
試
合
枇
忙
つ
い
て
考
察
す
る
と
左
表
の
如
く
で
あ

り
、
此
の
う
ち
一
九
一
一
六
年

l
一
九
二
九
年
間
の
新
設
舎
枇
枇
債
務
行
額
の
著
増
は
如
何
に
仰
印
開
溌
が
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
に
よ

っ
て
強
化
さ
れ
た
か
を
語
る
も
の
で
あ
ら
う
。

一
九
二
四
年

l
一
九
三
五
年
新
奮
合
枇
別
枇
債
務
行
額
(
車
位
百
寓
フ
一
フ
シ
)

(
可
卦
引
引
司
司
司
卦
叶
到
引
叫
司
引
到
計
計
司
自
司
昌
三
年
一
一
堂
回
年
三
=
一
五
年
一
穂

一
既
設
骨
壮
一
一
八
戸
一
引
「
引
出
雲
一
五
百
二
回
七
一
一
一
言
一
引
ぺ

l

u
ゴ
ヲ
缶
一
天
一

一
新
設
曾
壮
一
六
回
一
七
三
一
一
尤
一
一
一
六
人
一
言
ん
一
一
毛
一
六
一
一
五
一
一
一
竺
土

八
九 口

目言吏 1計.

一
九
三

O
年
後
白
激
減
は
世
非
恐
慌
の
た
め
で
あ
る
α

ま
た
こ
の
期
聞
に
於
い
て
も
既
設
合
枇
白
稜
行
額
が
街
ほ
共
白
後
数
年
間

は
著
減
し
て
ゐ
た
い
。
己
の
己
と
は
恐
ち
〈
恐
慌
割
策
資
金
を
依
然
要
求
し
た
た
め
で
あ
ら
う
。

此
等
フ
ラ
ン
ス
本
圃
及
仰
印
間
心
諸
傾
向
も
A
7
十
欧
洲
第
二
次
大
戦
白
勃
愛
に
よ
ワ
て
一
昨
帽
の
断
絡
を
見
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て

乙
白
と
と
は
、
従
来
の
針
フ
ラ
ン
ス
輸
出
商
品
問
題
、
之
等
商
品
の
生
産
地
盤
問
題
、
更
に
共
白
在
外
金
策
替
資
金
の
一
凍
結
問
題
等

に
闘
し
で
深
刻
な
問
題
を
た
げ
か
防
、
従
来
白
フ
ラ
ン
ス
本
岡
主
義
の
他
民
政
策
は
必
然
的
に
清
算
せ
ざ
る
を
得
友
〈
た
っ
て
来
た

干
う
に
思
は
れ
る
。

仰
印
併
制
改
革
過
程

フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
悌
印
占
領
常
時
は
メ
キ
シ
コ
・
ピ
ヤ
ス
}
ル
が
流
渇
し
て
ゐ
た
。
ブ
ラ
シ
ス
は
之
を
以
っ
て
法
貨
と
定
め
J
f一の

比
債
を
銀
貨
五
・
三
七
フ
ラ
ン
と
し
た
が
‘
蛍
時
と
れ
が
銀
債
下
落
に
件
ム
東
洋
に
於
け
る
銀
投
機
の
目
標
と
た
れ
る
事
情
に
錨
み
ゆ

偽

印

幣

制

論

九

第
五
十
二
審

大
六

空事
3示、

銃

Robequain， Ch.: op. cit. p. 185 
北米合最園は其の貿易 f">レの極東柿沼を考へたのは此由時であるo 併 Lそ白
銀貨は品位900，24.4935瓦白もりで他の闘のもりより重〈従って特にスベキユ
レーシヨン白目標となった。

4) 
5) 



曲

印

幣

制

論

第
五
十
二
容

O 

六
六

第
六
擁

一
入
七
八
年
品
位
九
O
O
の
銀
二
七
・
二
一
五
グ
ラ
ム
を
以
っ
て
ピ
ヤ
ス
ト
ん
と
す
る
仰
印
繍
自
の
通
貨
を
制
定
し
た
。

幣
制
自
肥
阻
む
改
革
は
共
後
本
因
フ
ラ
ン
ス
形
式
K
よ
る
も
の
と
し
て
令
八
八
七
年
の

Ev--SH百
九

一

九

O
二
年
の
ご
色
弘
和

史
に
英
領
印
度
形
式
に
よ
る
も
の
と
し
て
一
入
九
七
年
の
り
2
5
0可
案
等
が
あ
っ
て
、
終
始
銀
本
位
制
の
一
版
業
と
金
協
梓
本
位
制
へ

の
移
行
と
を
問
題
と
し
た
が
、
漸
〈
一
九

O
三
年
に
た
っ
て
共
の
方
向
が
決
定
し
、
こ
こ
に
従
来
そ
の
流
通
を
黙
認
さ
れ
て
ゐ
た
外

凶
ピ
ヤ
ス
ト
ル
の
使
用
は
禁
止
さ
れ
、
金
団
同
特
本
位
制
の
賞
貨
を
有
つ
に
至
っ
た
。
己
白
己
と
は
同
小

S

F可
の
一
子
ロ
集
で
あ
る
「
内

色
人
種
は
黄
色
貨
幣

E
、
黄
色
人
種
は
白
色
貨
幣
を
求
め
る
」
と
い
ム
己
と
に
劃
す
る
一
の
皮
肉
で
あ
る
。

一
九

O
一
一
一
年
後
も
幣
制
改
革
の
遁
及
は
や
ま
た
か
っ
た
。
そ
し

τ
一
九

O
七
年
に
は
二
つ
の
築
が
出
た
。

で
あ
り
、
他
は
り

E
2阿
気
で
あ
る
。
此
等
U
機
曾
を
通
じ
て
偽
印
の
金
鴻
格
本
位
制
梁
は
次
第
に
具
酸
化
す
る
に
至
っ
た
が
、
一

<) 
は

〉

E
E
E
案

九
一
四
年
の
世
界
大
戦
の
勃
殺
は
乙
れ
ら
す
べ
て
の
も
り
を
停
滞
欣
態
に
は
い
り
乙
ま
せ
た
。

と
の
聞
の
傾
向
を
支
配
す
る
も
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
偉
統
的
杭
民
政
策
の
主
張
に
よ
る
本
岡
主
義
の
見
解
と
、
東
洋
に
於
い
て
寅
際

に
金
本
位
制
の
有
つ
賓
践
性
を
利
川
ぜ
ん
と
す
る
突
領
印
度
七
義
白
見
解
と
の
針
京
で
あ
っ
た

D

併
し
陀
具
大
戦
も
終
り
し
か
も
大

戦
ー後
九銀
二慣
O 騰
年貴
の問

。理
ロ刀、

.~泣
~ き

案'"起
及川さ

同れ
F る
のに

十弗 ;且
印ん
商で
工c 肱

舎品
案哩l、改
は市
却の
ち大
此勢
のは
情再
勢び

量装
甲ro .~ 

でた
あっ
て)亡

t~ ~見
カ三 L土

何号
れ声j{
~】た
充。

分
の

主主
県
を
質
す
t亡

一
色
ら
中

皇室
ι 

U
2
2
0
案
の
川
現
と
在
っ
た
。
そ
は
悌
印
貿
易
D
同
超
鱗
績
の
見
透
に
よ
る
金
本
位
制
の
採
用
を
主
張
せ
る
も

の
で
あ
る
が
、
営
時
フ
ラ
ン
λ

・
ノ
ラ
シ
の
不
安
定
は
遂
に
モ
の
貫
現
を
見
る
に
至
ら
在
か
っ
た
。
従
っ
て
一
九
二
六
年
フ
ラ
ン
が

事
質
的
安
定
期
に
入
る
に
及
ん
で
大
勢
は
漸
く
金
本
位
制
特
に
金
ピ
ヤ
ス
ト
ル
案
に
向
ム
に
至
っ
た
。
そ
し
て
怖
印
は
三
十
年
以

k

に
亙
る
幣
制
改
革
に
闘
す
る
論
議
を
粧
て

一
九
三

O
年
途
に
金
塊
本
位
制
を
採
用
し
た
。
尤
も
共
内
容
か
ら

A
へ
ば
金
属
格
本
位

Jl~著・金濡替本位制の僻究、 p. 284. "7) 拙著・ 1掲書、 p.285 
拙著 上掲書、 p.286. 9) 拙著・金儒替本fす]町掛究、 pp.289-290 
拙著.上掲書、 p・461
拙著. 上掲書、 p.462 

6) 
8) 
10) 
ll) 



勾

制
的
傾
向
が
多
分
に
存
す
る
己
と
は
否
ま
な
い
。

己
の
規
定
に
主
っ
て
悌
印
・
ピ
ヤ
ス
ト
品
は
品
位
九

O
O
の
金
六
五
五
麗
よ
り
在
り
、

一
0
7ノ
ラ
ン
を
以
っ
て
一
ピ
ヤ
ス

1
ル
と

ず
る
。
ま
た
免
換
は
一
ピ
ヤ
ス
ト
ル
忙
っ
き
口
問
位
九
0
0
白
金
六
六

O
隠
D
剖
合
を
以
っ
て
共
白
選
揮
に
よ
り
西
貢
叉
は
巴
里
民
於

い
て
行
ふ
。
伺
し
パ
リ
に
於
い
で
免
換
す
る
場
合
は
四
責
1
巴
里
聞
の
現
法
費
及
保
険
料
を
差
引
く
。
ま
た
印
度
支
那
銀
行
総
裁
は

'
大
蔵
大
臣
並
に
植
民
大
臣
と
同
行
と
が
協
議
し
て
定
め
党
最
低
量
以
上
に
剖
し
て
白
み
会
換
を
行
ム
特
権
を
有
つ
こ
と
と
た
っ
た
。

そ
し
て
渡
行
準
備
と
し
て
は
、
印
度
支
邦
銀
行
は
共
白
銀
行
止
砕
流
涌
高
と
常
庭
勘
定
貸
方
残
高
と
の
合
計
に
封
し
少
く
と
も
共
の
一
一
一

分
の
一
に
相
営
ず
る
金
地
金
及
び
直
ち
に
通
貨
叉
は
余
地
金
に
引
換
へ
得
・
へ
き
外
周
矯
替
を
ぽ
準
備
と
し
て
同
頁
支
屈
に
保
有
す
る

と
と
を
要
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

乙
の
新
ピ
ヤ
ス
T

ル
白
比
岡
市
に
到
し
で
は
、

一
部
例
へ
ぽ
ピ
ヤ
ス
ト
ん
に
上
っ
て
俸
給
千
営
を
受
け
る
者
及
び
資
本
又
は
配
常
そ

金
計
算
に
よ
っ
て
行
ふ
も
白
は
、
新
ピ
ヤ
ス
ト
ル
が
低
き
に
夫
す
る
と
と
を
理
由
冒
と
し
て
俸
給
千
官
等
白
引
上
主
論
議
す
る
も
の
が

あ
っ
た
が
、
共
後
間
も
た
〈
来
襲
せ
る
世
界
恐
慌
は
此
等
白
見
解
を
一
掃
し
反
っ
て
モ
の
比
憤
白
高
曹
を
歎
ぜ
し
め
る
に
至
っ
た
。

し
か
も
他
方
輸
出
。
減
退
、
貿
易
の
並
調
、
議
算
の
不
足
、
破
産
の
増
加
等
は
、
恐
慌
自
植
の
深
化
と
共
に
弐
第
に
顕
著
と
た
り
、

政
府
も
徒
に
傍
欄
を
縄
け
る
己
止
を
許
さ
た
い
事
態
を
生
み
委
員
合
白
設
置
を
見
る
に
至
っ
た
。

委
員
曾
の
見
解
は
=
一
慌
に
介
れ
た
。
第
一
は
車
純
た
品
切
下
論
、
第
二
は
ピ
ヤ
ス
ト
ル
A
V

北
車
定
期
一
県
所
持
師
、
第
一
二
一
口
興
本
枚
制

復
蹄
論
で
あ
る
。
三
者
中
第
三
白
銀
本
位
復
師
論
が
最
も
支
持
さ
れ
た
ゃ
う
で
あ
っ
た
が
、
結
局
決
定
を
見
る
忙
は
至
ら
左
か
っ
た
。

共
後
二
年
間
に
亙
り
現
欣
維
持
を
績
け
ら
れ
論
議
は
慎
重
に
繰
り
返
さ
れ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
本
国
政
府
は
漸
く
一
九
三
一
六
年
十
月
一

H
に
至
っ
て
一
九
二
八
年
の
貨
幣
法
を
停
止
し
、
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
の
新
純
分
は
陥
来
閣
議
に
於
い
て
定
め
ら
れ
た
命
令
に
よ
る

働

印

幣

制

諭

第
五
十
二
巻

六人ハ

第
六
競

上掲書、 pp.445-448• 拙著.ロ)



偽

印

幣

制

諦

第
王
十
二
巻

第
ノ、
観

六
六
回

と
規
定
し
、
プ
ラ
ン
の
霊
童
は
品
位
九

O
O
D
今
一
四
三
揺
以
下
問
九
麗
以
上
た
る
己
と
を
得
や
と
す
る
と
共
に
、
フ
ラ
ン
λ

銀
行
家

と
金
と
り
先
換
傑
件
は
同
じ
〈
閤
議
の
決
定
に
依
る
v
と
さ
れ
た
。
印
度
支
那
銀
行
も
ま
た
そ
の
翌
十
月
二
日
を
以
っ
て
そ
の
見
解
を

議
去
し
た
。
印
ち
同
規
定
の
第
一
僚
に
よ
う
て
偽
印
の
幣
制
を
決
定
せ
る
一
九
二
一

O
年
五
月
三
十
一
日
白
法
令
中
ピ
ヤ
ス
ト
ル
白
純

分
及
允
換
に
闘
す
る
規
定
は
陵
止
さ
れ
、
時
附
来
印
民
支
那
・
ピ
ヤ
ス
ト
ル
の
新
純
分
は
大
蔵
・
植
民
岡
大
臣
の
報
告
に
基
き
決
定
さ

れ
た
規
定
に
よ
る
べ
き
も
の
と
し
、
向
ほ
暫
定
的
措
置
と
し
て
印
度
支
那
銀
行
を
し
て
一
ピ
ヤ
ス
ト
ル
一

0
フ
ラ
ン
の
割
合
を
以
つ

て
先
換
す
る
己
と
と
し
た
の
で
あ
る
。

倫
ほ
一
九
三
六
年
十
月
一
日
の
法
律
は
共
の
第
五
僚
に
於
い
て
「
7
ル
ヂ
ヱ
リ
ヤ
、
杭
民
地
及
び
保
護
園
の
務
行
銀
行
が
現
在
所

は
再
評
慣
さ
る
べ
き
も
の
」
と
し
、
大
賊
大
臣
は
「
所
定
の
古
田
行
銀
行
と
己
の
再
評
慎
よ
り
生
守
る

有
す
る
準
備
金

(
金
及
丹
貨
)

増
加
額
を
園
一
家
が
交
現
す
る
依
件
を
規
定
す
る
協
定
」
を
結
ぶ
乙
ー
と
を
得
と
た
し
、
尚
更
に
ア
ル
ジ
ヱ
リ
ヤ
及
植
民
地
の
強
行
銀
行

は
あ
ら
ゆ
る
立
法
的
又
は
合
意
的
規
定
に
も
拘
ら
歩
、
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ラ

y
を
以
っ
て
準
備
金
を
構
成
す
る
こ
と
を
得
と
し
た
。

之
に
よ
り
印
度
支
那
・
ピ
ャ
ス
ト
ル
後
行
準
備
は
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ラ
y

に
よ
っ
て
行
は
れ
得
る
こ
と
と
た
り
、
金
震
替
本
位
制
の
姿

勢
は
極
め
て
明
瞭
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
併
し
ま
た
此
り
措
世
は
仰
印
特
有
の
季
節
的
貿
易
金
融
及
牧
穫
期
金
融
に
謝
し
て

銀
行
の
急
速
な
市
場
操
作
骨
期
待
す
る
己
と
が
で
き
左
〈
な
っ
た
憾
み
が
た
い
で
も
な
い
。

凡
そ
幣
制
に
閲
し
て
は
共
D
護
行
開
力
性
の
適
首
た
己
と
が
最
も
緊
要
で
あ
る
。

一
般
的
に
公
定
北
債
決
定
の
揚
ム
口
に
は
、
高
ピ

ヤ
ス
ト
ん
を
希
望
す
る
輸
入
業
者
と
低
ピ
ヤ
ス
ト
ル
を
希
望
す
る
輪
山
業
者
と
が
樹
立
し
た
り
、
ま
た
低
ピ
ヤ
ス
ト
ル
に
よ
る
寸
前
物

慣
が
小
牧
入
階
級
を
屡
泊
す
る
と
い
ム
見
鮮
と
低
ピ
ヤ
ス
ト
ん
は
反
う
て
外
資
を
誘
致

L
恐
慌
時
む
財
政
負
拾
を
緩
和
す
る
と
い
ふ

見
解
と
が
封
立
し
た
り
、
更
に
ま
た
、
高
ピ
ヤ
ス
ト
ル
は
納
税
者
む
負
婚
を
軽
減
す
る
と
い
ム
兄
鮮
と
低
ピ
ヤ
ス
ト
ル
は
闘
枕
牧
入

U語

Touzet， A. Regime monetai同 indochinois，1939， p. 298 
Touzet: op. cit・p.298. 

月)



及
間
接
税
収
入
を
増
加
せ
し
め
る
と
い
ふ
見
解
と
が
樹
立
し
た
り
す
る
り
で
あ
る
が
、
か
か
る
見
解
の
上
忙
た
っ
て
最
も
重
腕
さ
る

べ
き
も
白
は
共
の
殻
行
関
力
性
で
一
怠
け
れ
ば
左
ら
た
い
。

ピ
ヤ
ス
ト
ル
の
基
準
た
る
フ
ラ
ン
ス
・
プ
ラ
ン
が
そ
の
再
切
下
を
行
っ
た
と
と
は
と
れ
に
上
る
後
行
弾
力
性
白
強
化
を
日
椋
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
共
放
果
は
相
つ
ぐ
政
策
の
失
敗
に
主
っ
て
遂
に
賓
現
誇
れ
な
か
っ
た
の
み
か
、
反
っ
て
資
本
は
著
し
〈
流

出
し
た
。
依
然
た
る
貿
易
の
不
均
街
、
イ
Y

フ
レ
の
深
化
、
政
界
の
混
乱
は
一
九
三
六
年
十
月
白
フ
ラ
Y

を
し
て
僅
か
九
ヶ
月
に
し

て
再
吟
味
の
運
命
に
暴
露
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
フ
ラ
ン
の
鱗
績
的
下
落
は
迭
に
其
の
金
純
分
を
規
定
す
る
機
合

を
輿
へ
左
か
っ
た
、
尤
も
ポ
ン
ド
に
劃
し
て
は
常
に
一
七
八
フ
ラ
ン
の
比
率
が
認
め
ら
れ
て
は
ゐ
た
が
。
己
の
意
味
で
ピ
ヤ
ス
ト
ル

の
純
分
も
自
ら
決
定

ι泣
か
っ
た
。
そ
し
て
漸
く
二
九
三
八
年
十
一
月
に
な
っ
て
フ
ラ
ン
は
品
位
九

O
O
の
金
二
七
・
五
底
を
以
つ

て
一
フ
ラ
ン
と
す
る
己
と
と
な
り
、
之
と
共
に
ピ
ヤ
ス
ト
ル
も
遂
に
二
七
五
騒
を
以
っ
て
一
ピ
ヤ
ス
ト
ん
と
す
る
に
至
っ
た
り
で
あ

る。

一
九
三
六
年
の
幣
制
改
革
と
仰
印
経
済

フ
ラ
ン
ス
政
府
が
フ
ラ
ン
白
不
安
定
に
謝
し
て
之
が
切
下
の
必
要
を
認
め
る
と
き
之
を
資
施
す
る
E
と
は
、
蓋
し
政
府
と
し
て
営

紳
却
な
措
置
で
あ
ら
う
。
併
し
切
下
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
印
度
支
那
・
ピ
ヤ
ス
ト
ル
に
針
し
て
フ
ラ
Y

ス
・
プ
ラ
ン
へ
の
結
針

的
依
存
主
弘
制
し
、
フ
ラ
ン
と
同
じ
影
響
を
ば
ピ
ヤ
ス
ト
ル
に
劃
し
て
も
蒙
ら
し
め
る
己
と
は
、
簡
単
に
伸
印
が
フ
ラ
ン
ス
と
同
じ

事
情
に
あ
る
と
い
ふ
説
明
よ
り
し
て
は
そ
の
承
認
は
一
見
困
難
た
や
う
に
忠
は
れ
る
。

今
一
九
三
六
年
十
月
二
日
の
規
定
は
弐
白
如
く
で
あ
ム
。

悌

印

幣

制

論

第
五
十
二
巻

六
六
五

第
六
披

Tou7.et: op. cit. pp. 372-373 
Cf. Journal ()伍cial，1936， 37 uct()bre 
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備

印

幣

制

論

第
五
十
三
巻

ノ

ノ

六

品
静
六
競

Vq 

告存静

棒峰

「
印
度
支
那
白
幣
制
を
決
定
せ
る
一
九
=
一
O
年
五
月
一
一
一
寸
一
日
円
規
定
申
第
一
保
及
び
帯
二
惜
の
規
定
の
適
用
は
之
を
停
止
す
」

「
大
薪
、
植
民
画
大
臣
の
報
告
に
幕
，
つ
い
て
探
川
さ
れ
た
そ
の
規
定
は
、

A
T
後
印
度
支
那
貨
幣
草
位
た
る
ピ
ヤ
ス
ト
ル
目
新
純
砕
を
決
定
す

る
も
の
と
す
」

「
前
俸
の
規
定
が
貨
施
さ
れ
る
ま
で
、
印
度
主
那
銀
行
は
一
印
度
主
那
・
ピ
ヤ
ス
ト
ル
に
つ
き
一

0
7
ラ
シ
ス
・
プ
ラ
シ
を
茶
準
'
と
し
て
そ
の

護
行
券
の
フ
ラ
ン
ス
銀
行
券
へ
の
官
棋
を
保
読
す
べ
L
」

第

梅

惟
ふ
に
か
か
る
規
定
を
卒
直
に
諌
む
も
り
は
何
人
と
い
へ
ど
も
、
多
少
奇
異
の
感
に
う
た
れ
ざ
る
を
得
ま
い
。
首
し
、
従
来
繍
伝

し
て
ゐ
た
品
川
印
・
ピ
ヤ
ス
ト
ル
が
、

フ
フ
ン
ス
政
府
心
新
規
定
に
よ
り
1
l
h
そ
れ
は
悌
印
の
如
何
た
る
行
政
機
闘
に
も
ま
た
代
表
合

議
に
も
諮
問
さ
れ
な
か
っ
た
と
謂
は
れ
る

l
1
フ
ラ
ン
ス
銀
行
稼
に
依
存
す
る
貨
幣
印
ち
フ
ラ
Y

ス
心
貨
幣
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ

る
か
ら
で
あ
る
。

併

L
E
の
こ
と
は
既
に
漣
べ
た
や
う
に
一
九
三
一
O
年
の
幣
制
改
革
が
名
は
金
地
金
本
位
で
あ
り
友
が
ら
賃
は
金
潟
替
本
位
制
で
あ

っ
た
と
い
ふ
見
解
か
ち
す
れ
ば
極
め
て
酋
然
友
己
と
の
や
う
で
あ
る
。
印
ち
一
九
一
ユ

O
年
の
幣
制
改
革
後
、
印
度
支
那
銀
行
は
政
府

の
要
請
に
上
り
共
の
手
持
金
主
遂
弐
フ
フ
ン
に
か
へ
ざ
る
を
得
た
か
っ
た
。
高
率
の
金
準
備
を
停
統
的
に
樟
重
ず
る
フ
ラ
ン
ス
と
し

て
は
フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
金
準
備
を
強
化
し
フ
ラ
ン
ス
園
氏
の
利
読
を
問
ち
ん
と
す
る
と
と
は
常
副
知
で
あ
り
、
己
白
と
と
は
印
度
支
那

銀
行
へ
心
要
請
と
し
て
何
等
疑
義
の
在
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
殊
に
金
銭
格
本
位
制
下
に
於
け
る
ピ
ヤ
ス
ト
ル
が
ブ
フ
ン
ス
・

フ
ラ
ン
に
捺
宥
に
結
合
す
る
こ
と
は
金
鵠
特
本
枕
制
白
理
論
か
ら
見
て
ま
た
首
然
す
ぎ
る
ほ
左
営
然
取
己
と
で
あ
る
d

か
か
る
場
合
印
度
支
都
銀
行
側
の
庭
置
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
銀
行
を
し
て
一
九
二
八
年
白
等
慣
に
於
い
で
印

度
支
那
の
流
通
を
保
詮
す
る
準
備
金
を
印
度
支
那
銀
行
に
引
渡
さ
し
め
る
ご
と
〈
ナ
る
己
と
で
あ
ら
う
。
こ
の
こ
と
は
特
に
世
界
に

於
け
る
金
潟
春
本
位
制
の
危
機
に
於
い
て
は
相
官
問
題
と
た
る
べ
き
駒
で
あ
ら
う
。

拙著.金儒替本杭制の珊究、 pp.152 - 118 • 15) 



か
く
ま
で
押
し
つ
め
て
有
へ
左
か
っ
た
人
々
の
意
見
と
し
て
は
か
ミ
る
切
下
も
恐
ら
〈
一
時
的
危
も
の
に
過
ぎ
泣
く
、
従
っ
て
将

来
一
ピ
ヤ
ス
ト
ル
一

0
フ
ラ
ン
在
る
金
等
債
は
法
律
的
に
も
醤
比
率
で
回
復
さ
れ
る
で
あ
ら
う
と
考
へ
た
か
も
し
れ
な
い
。
併
し
と

れ
は
香
港
弗
、
支
那
法
幣
、
蘭
印
ギ
ル
ダ
の
新
傾
向
を
見
た
も
の
に
と
っ
て
は
一
の
幻
想
で
あ
る
。

然
ら
ば
と
白
ピ
ヤ
ス
ト
ル
切
下
を
中
心
と
す
る
幣
制
改
革
は
如
何
た
る
影
響
を
仰
印
に
及
ぼ
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
経
済
帥

ち
生
産
、
貿
易
、
通
貨
に
如
何
な
る
作
用
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
資
陀
以
下
に
取
扱
は
ん
と
す
る
問
題
で
あ
る
。

生
産
に
及
ぼ
せ
る
影
響

一
九
三
六
年
の
改
革
が
経
済
の
東
大
要
素
た
る
生
産
比
如
何
怠
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
考

察
す
る
に
営
っ
て
、
ま
づ
そ
は
農
業
生
産
に
つ
い
て
加
へ
ら
る
べ
き
と
と
は
云
ふ
ま
で
も
た
い
。
併
し
之
に
閲
ナ
る
週
内
品
な
資
料
が。

た
い
。
今
叶

E
N止
に
従
ひ
米
、
主
間
四
泰
、
・
ゴ
ム
白
三
大

1
要
農
産
物
の
輪
山
川
統
計
に
つ
い
て
見
る
と
、
左
表
白
如
く
で
あ
る
。

一
一
一
主
要
農
産
物
輪
出
表

l
i
l
l
項

目

院
院
hυ
リ

一
九
=
一
凹
年

一
九
三
五
年

一
九
コ
一
六
年

一
九
一
一
一
七
布

一
九
三
八
年

一
三
七
二

一五一一一
O

一
五
七
五

一
五
凹
八

一
O
六
回

米

其

他

(
単
位
千
ト
ン
)

玉
刑
判
黍

四
七
一

四一=一

四
七
一

五
七
四

五
五
六

ゴ・

ム

ご

0
・凹

二
九
・
二

四一・一一一

四
五
・

五
七
・
九

上
表
に
つ
い
て
見
る
に
米
は
一
九
三
六
年
の
例
外
的
豊
作
年

を
最
高
と
し
て
逐
吹
減
少
し
て
ゐ
る
。
事
費
交
批
支
郊
の
耕
地

同
積
は
噌
加
し
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
常
り
生
産
高
も
靖
加
し
て
ゐ
友

が
ら
、
此
の
傾
向
が
去
は
れ
て
ゐ
る
り
で
あ
っ
て
一
九
三
八
年

の
如
昔
前
年
に
比
し
三
分
の
一
の
減
少
で
あ
る
。
王
切
黍
白
輪

出
は
数
年
間
増
加
の
傾
向
忙
あ
る
。
ゴ
ム
も
亦
同
様
増
加
傾
向

れ
在
い
や
う
で
あ
る
。

を
示
し
て
ゐ
る
。
尤
も
ゴ
ム
り
揚
合
は
新
種
栽
培
心
苦
心
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
貨
幣
慣
値
の
切
下
に
よ
る
増
産
と
は
与
へ
ら

但
し
切
下
D
影
響
は
マ
て
の
輸
出
慣
額
に
於
い
て
穎
著
に
表
は
れ
て
ゐ
る
o

そ
白
賓
絞
は
友
去
の
泊
り
で
あ
向
。

悌

印

幣

制

諭

第
五
十
二
巷

ハ
六
七

五

第
六
腕

Touzet. Andre: Le Regime monetaire indochinois 1939. p. 303 
Touzet， A.; op. cit. p. 309 
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備

印

幣

制

論

第
五
十
二
巻

主
要
農
産
物
に
劃
す
る
ピ
ヤ
ス
ト
ル
切
下
の
影
響

一一一一一一一一一一

が
九九九九九六J 九九九九

一一一 一一一 一一→ 一一一 一一一 一一一 一一一一一一品 一一一 一一

i¥. -bプ守主王匹d，三二二 -ζ):fL
年年年年平年年平年年

吃チ

キ イ
ン ゴ・
タ ン

Yレ 来
常(
り サ

ピ イ
O 七五凶 二間五六一一 ヤ コF.. 

ス ン

六九一 ~Ogg 3i.三七
ト

三 0 0 0六八 O 八四 O
ル 128

苛r

同
イ
コ
ン

八七ヨ庄三凹五凶 P1!五プマ
主

-・・・・ ・. _e 明黍
七九五四二五二一五八
六 000八一二三六 b 赤

ゴー
キ

」民
ロ

常
( 

一一六匹.J U!>I三二二三六一
り

J、
-・・・・・ リ
九一八六九 O 五七八八

フ
#目

二三 b二三六こん五 O ラ
場シ

た
利
径
は
唯
切
下
ぜ
ヤ
ス

l
A
評
慣
上
の
利
徒
だ
け
で
あ
る
。

ハ
六
八

第
六
披

大

一
九
三
七
年
白
米
債
騰
支
は

仙
川
も
支
那
事
境
忙
基
き
七
月
か

ら
十
二
月
に
か
砂
て
支
那
の
大

需
要
に
よ
り
香
港
相
揚
に
影
響

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
併
し
こ

の
騰
貴
は
生
産
者
に
は
利
絡
を

資
さ
在
か
っ
た
。
印
ち
最
低
債

格
が
決
定
さ
れ
る
時
は
既
に
米

は
生
産
者
の
千
を
離
れ
て
ゐ
た

だ
一
九
三

O
年
の
債
格
水
準
に
は
到
達
し
て
ゐ
た
い
。

一
九
三
八
年
に
五
一
%
と
い
ム
切
下
ピ
ヤ
ス
ト
ル
で
評
慣
し
で
も
ま

か
ら
で
あ
る
。
生
産
者
の
受
け

王
萄
黍
の
揚
合
に
は
切
下
D
影
響
は
一
居
不
利
に
現
は
れ
て
ゐ
る
。

一
九
三
八
年
の
切
下
ピ
ヤ
ス
ト
ル
に
よ
る
と
し
て
も
尚
共
の

憤
格
は
一
九
三

O
年
よ
り
透
か
に
下
位
に
あ
っ
た
か
ら
で
る
る
。

ゴ
ム
の
債
絡
鑓
動
は
そ
の
投
機
性
か
ら
し
て
此
白
姑
に
は
あ
ま
り
示
唆
を
興
へ
な
い
。

尚
ほ
ピ
ヤ
ス
ト
ル
建
に
よ
る
米
債
の
幣
償
切
下
に
基
〈
影
響
は
之
を
ハ
ン
コ
ッ
ク
及
び
ラ
ン
グ
1
ン
に
於
け
る
夫
々
の
通
貨
建
と

比
較
す
る
と
き
は
興
味
あ
る
結
果
が
賀
さ
れ
る
。



!;F 一一一一一一一一

九九九九九九九九

め

西
買
、
特
谷
蘭
貢
米
関
比
較
鑓
動
式
(
翠
位
百
キ
ロ
常
り
慣
格
)

閣
川
崎
河
川
川
引
川

1r一同一
k
r
A
7
7
2
)

↑

ピ

ヤ

ス

い

川

一

ピ

ヤ

ス

い

に

パ

ア

工

ピ

ヤ

ス

ト

ル

7

一

六

・

六

八

・

七

一

十

一

五

・

四

六

・

一

一

一

一

一

凶

・

O

五

・

o

一

三

・

二

一

三

・

八

一

四

・

一

一

王

・

一

一

一

一

五

・

一

王

・

入

一

七

・

九

九

・

五

コ

凡 七六五阿三二一
ヲた

年年年年年年年年

七
・
六

六
・
七

六
・
二

五
・
三

七
・
七

七
・
五

八
・
二

七
・
六

主
・
七

四
・
七

一一一・一一一

一一一・一
四
・
一

ヒ回

イ

六
・
五

五
・
九

五
・
一

五
・
二

七
・
一

六
・
六

有
表
に
つ
い
て
見
る
に
バ
ア
ト
と
ん
守
ビ
イ
は
一
九
=
三
年
の
幣
伯
切
下
以
来
穏
化
が
な
い

D
で
、
此
等
の
遁
貨
に
依
る
も
白
は

寅
際
の
費
動
を
反
映
し
て
ゐ
る
。
之
に
反
し
ピ
ヤ
ス
ト
ル
に
ょ
う
て
示
さ
れ
た
も
白
は
寅
際
稜
動
に
名
目
時
現
動
を
章
ね
た
も
の
主
示

す
と
考
へ
ら
れ
る
。

此
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
香
港
弗
で
示
さ
れ
た
香
港
に
於
け
る
西
貢
米
一
一
部
一
キ
Y

タ
ル
常
り
白
平
均
傾
特
務
動
正
之
を
ピ
ヤ
ス
}

香
港
に
於
け
る
岡
武
米
一
一
揖
一
キ
ン
グ
ル
常

n
平
均
倒
格

一一-l年
九九 九 J

八七 六 1.
l 百

年 年年 i九

|香
一一 -l港

一 0 'ド

七八五|ル

ーー一 ー一 一一一」

I~ 

-li 
二Juミ喜
一主主躍

悌

印

時

制

論

裏
書
す
る
も
白
で
あ
る
。

凡
忙
よ
っ
て
示
し
た
も
の
と
と
そ
は
更
に
よ
く
乙
白
事
責
を

k
去
に
よ
っ
て
米
慣
は
香
港
に
於
い
て
一
定
の
安
定

E
保

っ
た
乙
と
を
示
す
。
今
香
港
弗
述
相
揚
と
ピ
ヤ
ス
ト
ル
建
相

第
五
十
二
巻

第
六
娩

揚
と
を
一
九
三
六
年
及
一
九
三
八
年
に
つ
い
て
比
較
す
る
と

六
六
九

七

TOllzet・op.Clt・p.310 
Touzel: op. cit. p・3"
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悌

印

幣

制

諭

第
五
十
二
巻

ハ七
O

第
六
輔

/に

昔
は
、
ピ
ヤ
ス
ト
ん
に
よ
る
も
の
は
一
九
一
一
一
八
年
に
於
い
で
一
丸
三
六
年
に
北
し
五
七
・
五
%
の
一
切
下
を
反
映
し
て
ゐ
る
。
従
っ
て

米
の
等
量
忙
封
ナ
る
令
一
評
慣
に
は
務
化
が
た
い
の
で
あ
る
が
紙
幣
で
は
-
一
倍
徐
と
た
る
の
で
あ
る
。

之
を
裂
す
る
に
農
業
生
産
と
ピ
ヤ
ス
ト
ル
切
下
と
り
闘
係
に
は
著
し
い
も
の
が
な
い
や
う
で
あ
る
ロ
ま
た
農
産
物
に
於
け
る
輸
出

同
問
格
の
影
響
も
名
目
的
在
も
の
に
過
ぎ
在
い
や
う
で
あ
る
。

農
業
生
産
関
係
は
以
上
遁
べ
た
如
く
で
あ
る
と
し
て
然
ら
ぽ
ー
業
生
産
闘
係
は
如
何
で
あ
ら
う
か
。
噌
工
業
に
闘
す
る
統
計
資
料

は
極
め
て
不
完
全
で
あ
り
、
若
干
年
度
比
闘
し
て
は
そ
の
統
計
が
快
付
て
さ
へ
ゐ
る
己
と
は
遺
憾
で
あ
る
。

偽
印
総
督
府
の
殻
表
せ
る
数
字
は
左
D
事
縄
県
を
諮
る
。

九九=九士主主主士5|
八七 六五 四三二一 O 九
年年年勾年年年年年年

一← !一一一寸一一一l

石 i

法定

181 
一一… - ll 

a鉛|鏑
鉛l

lス錨i
lテ l
lンタi

|型j
1 1 i事長|

一 一 一 一一;三|

同
|燐

ー l 醐 l

ヰコ三会 l 言|
空三?雪噸|

|ク|

l p;|業

i事
プ竺 ーそ = ! 'T' ! 

雲言霊噸 l

!q:.. 

ヨt

刻

一
九
二
九
年
|
一
九
=
一
入
勾
閉
鎖
工
業
生
産
(
其
白
一
〉

一、九十圭
一、宣言

一、七一回
一、
E

九一
一、手当一

一、七七豆
一一、一王八

一寸一凡晶
一12
2
「一

一、一口五
一、六八八

一、王国一
二、七人口

三人、一六回

一八、宝一五

、=百回
、七回二

一、五回日

ニ
J

一ロロ

Z可""
g苫

5=一首

き占

一六口三口包一角ニ一八口一人。

op. cit. p. 313 TOlll'.et 目)



一
九
二
九
年
一
九
三
八
年
間
銀
工
業
生
席
(
其
白
二
)

一一一一一一一一一一 年
九九九九九九九九九九

一一一 一一一 一一一 一一一 一一一 一一一 一一一 一一一 一一一 一一
iC七 六 五 四三二 - 0九

ヨた今二年年年年 年 年 年 年 年

工
西I

場
貫

1 1云孟三一 l1 1 数

|事
精

米

l E42醤八 皇四 里一 1 [日 業

数

百ア 慨
寓ル

註

三四 吾一 豆一 言一，一主 1 1 
業

生

主置草主

。合皇室一一一一
噸)産

ごー 高孟主冥 11 高 誼業

生セ

宗主左足~.E.3i"..~~乙 3E l 十別財3ニ産-
メ

ン

ト

業

製

ヨ実ミ三費ミ望セ有書ぺ室皇>'¥三『 そ更 亘弓 1 I~ 糖

業

f |瓦

口言ーモ三 i箱 す

E 員自有完き回三是匂弓主q!l |li 包 業

電

| 七g口口、 E富六、 一里 五八元出、 六主、 歪五六回、 六九史口、 占宅、 う豆、 白 力

業

右
の
二
表
を
週
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
看
取
さ
れ
る
と
と
は
、
農
業
の
揚
合
と
同
ビ
く
、
偽
印
経
済
の
設
展
が
二
つ
の
勤
曹
に
よ

う
て
特
性
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
と
と
で
あ
る
。
削
ち
一
九
二
九
年
1
1
一
九
三
三
年
間
の
不
況
、

一
九
三
四
年
!
一
丸
三
八
年
目
前
況
と

れ
で
あ
る
。
乙
の
揚
合
も
ピ
ヤ
ス
ト
ル
の
切
F
が
特
に
一
丸
二
一
同
年
頃
に
始
ま
る
好
況
と
闘
係
あ
る
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
や
う
で
あ

る。

) 

貿
易
に
及
ぼ
せ
る
影
響

突
に
貿
易
に
は
如
何
に
作
用
し
た
か
。
今
貿
易
統
計
を
見
る
に
そ
れ
は
左
の
事
避
を
語
る
。

悌
印
に
於
け
る
輸
出
入

(
車
杭
重
誕
は
千
噸
、
倒
格
ほ
百
寓
ピ
ヤ
ス

T
ル
)

偽

印

幣

制

論

第
五
十
二
巻

九

第
六
披

T、
七

Touzet: op. cit. p. 314 
TOl1zet: op. dt. p. 3I6 
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一

輪

↑
重

一
九
二
九
年

一
九
一
一
一
O
年

一
九
三
一
年

一
九
三
一
一
年

一
九
一
一
一
三
年

一
九
一
一
一
四
年

一
九
一
一
一
五
年

一
九
=
一
六
年

一
九
三
七
司

一
九
一
一
一
八
年

丘ド

悌

印

帯

制

論

ヨた

五九口・九

王二一・口

園田回・一
一吉圭一・三

三=一-一・六
五八三了ヨ一

回口一
-
A

回一??μ
司

王二六・ロ
国企一・ロ 量

慣

入コ六日・ニ
一入一・口

一一五・口
出
(
・
七

九一・口
九・回

九?一
九恒・国

一士宮

r八
一空・占

職
Z

J

7

八七

呂、四八六回

=、六回ム司

王、{〕白丸
豆、一一ニ一

三、回一一主一
同、口回

4
1

回、同省主

凶

J
一五占

玉、九九一一

出

量

-完了一
一八
E
・
昔

一一一一・口
一口一・同

一口?ロ

ゴ
Z
・八

一七口・八

ニ五八・九一

コ八回・五一

f宵

偽
印
は
一
九
三
一
年
一
丸
三
二
年
に
恐
慌
の
艇
に
達
し
た
。

格

一一一一一一一一一」一一|
重

A 
日

Z

、八羽入

一一、
Z
A
盃

z
、ロ空一一

コ、一一-さ一

z
、五五五-

z
、八三己

回、目白七

回ぷ一五

回、凡人一一=

回、回八回目卜
第
五
十
二
容

量

慣

フ勺

七

静
六
挽

O 

九
三
一
年
以
外
貿
易
が
赤
字
に
た
ら
在
か
っ
た
己
と
は
、
悌
印

計

国
い
直
い
は
は

格
ト
戸
日
戸
医
円
-
4

一
一
刊
日
付
ニ
六
・
二
伺
口
・
向

付
回
九
三
付
一
美
・
回
一
制
二
・
恒

一
川
一

Z
一
一
川
一
一
三
一
・
三
川
一
主

一
一
刊
一
九
一
一
川
口
・
六
一
同
一
口
・
国

一
刊
一
一
ー
五
二
州
国
・
九
一
刊
一
回
・
4
2

一
刊
さ
石
一
例
ニ
二
・
五
一
同
五
千
七

同
四
六
人
一
帥
史
・
=
一
同
主
・
国

-
m
z一
一
一
山
一
間
一
一
ト
山
一
一
一
三

が
恐
慌
を
速
か

K
離
脱
し
た
と
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
共
の
原
因
は
総
骨
府
が
姑
息
た
針
策
を
避
け
て
断
乎
た
る
謂
は
ゆ
る
外
科

草
E

一・回

一
Z

六豆・口

一一回一
-z

一角一・均
一九一一・五

一九占・国
ニ一九・九

-一六人・-一
回一六・占

回七六・二

手
術
的
反
封
策
を
徹
底
さ
せ
た
こ
と
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
尤
も
輸
入
は
輸
出
ほ
ど
速
か
に
恢
復
し
て
は
ゐ
左
い
。

一
九
三
入
年
の

輸
入
を
見
る
と
き
重
景
で
は
依
然
一
九
二
九
年
白
輸
入
に
及
ば
た
い
の

K
、
輸
出
は
既
に
一
九
三
四
年
以
来
一
九
二
九
年
白
水
準
を

著
し
〈
抜
い
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
は
怖
印
が
恐
慌
以
来
そ
白
蓄
積
さ
れ
唯
備
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
生
活
せ
ね
ば
た
ら
た
か
っ
た
と

と
を
語
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
恢
復
の
緩
慢
自
慣
は
俳
印
購
買
力
の
減
少
に
よ
る
も
の
で
る
り
、

で
あ
る
。

つ
ま
り
は
外
科
手
術
D
結
果

か
く
て
か
h

る
ピ
ヤ
ス
下
ル
慎
値
切
下
が
貿
易
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
綜
合
す
る
と
、
切
下
は
先
づ
職
問
入
の
一
名
目
憤
値
に
影
響
を



及
ぼ
し
て
ゐ
る
。
印
ち
一
九
三
七
年
は
既
に
一
九
三
一
六
年
に
北
し
著

L
い
飛
躍
を
示
し
で
ゐ
5
0
が
し
か
し
と
れ
も
行
し
金
ピ
ヤ
ス

l
H
F
を
以
っ
て
す
る
評
慣
す
る
と
き
は
そ
の
飛
躍
も
さ
ほ
主
著
し
い
も
の
で
は
た
い
。
帥
ち
左
去
の
通
り
で
あ
る
叫

九 九九

七 六 五
勾ニ勾z ペド

百l
寓

諸l輔

君宅き I~
A 回 一 1.. ー

ト ー-1二|
l 百l

F|入

子
Fレ

1------1-1-
百

寓

:昔|轍
孝昌元 I~
九八八|ル

育

局
ピ金

トヤ

霊回 |ス
千， Iト

仁二一LIL-
百

i曳

12|組

守?十|ト
戸匂コ丸川ル

百

寓
ピ金

喜美三 1:1計
るる;，.Iト

iル

出

!.f:' 

ヲた

品
口
・
口

品川瓦

-
u

貿
易
k
切
下
が
バ
ラ
ン
ス
に
不
均
衡
を
生
ぜ
し
め
な
か
っ
た
と
と
は
注
目
す
べ
き
と
と
で
あ
る
。
モ
し
て
モ
の
原
因
は
輸
入
の
大

部
分
が
フ
ラ
ン
ス
本
圃
か
ら
貸
さ
れ
、
し
か
も
フ
ラ
ン
ス
自
時
も
同
容
の
切
下
が
行
は
れ
た
と
と
に
上
る
。

一
九
三
七
年
に
は
そ
の

割
合
は
五
三
了
六
%
に
達
し
て
ゐ
る
。

之
主
要
す
る
と
こ
ろ
、

フ
ラ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
に
結
合
さ
れ
た
ピ
ヤ
ス
ト
ル
の
切
ド
が
行
は
れ
た
の
が
一
冗
来
偽
印
の
好
況
輸
入
の
時

期
で
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
る
べ
き
も
の
ミ
如
く
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
は
悌
印
白
景
気
恢
復
は
一
九
一
一
四
年
に
現
は
れ
始
め
た

む

町

も
り
で
あ
っ
亡
之
主
ピ
ヤ
ス
ト
ル
の
切
下
中
に
認
め
る
と
と
は
で
き
た
い
や
う
だ
と
い
ふ

F
R
E
h
や

1

円。
5
N
h

の
見
解
は
回
同
意
さ

る
べ
き
で
あ
ら
う
。
四
ち
ピ
ヤ
ス

l
ル
の
切
下
は
一
九
三
七
年
及
一
九
三
八
年
比
於
い
て
は
悌
印
白
貿
易
{
重
量
よ
り
見
た
る
)
k
に
何

等
直
接
明
暗
慌
た
影
響
を
及
ぼ
し
て
ゐ
た
い
白
で
あ
る
。

通
貨
に
及
ぼ
せ
る
影
響

次
に
は
一
九
三
六
年
の
幣
制
改
革
は
通
貨
に
如
何
た
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
見
ょ
う
。

九
三
六
年
十
月
二

H
の
切
下
回
ち
六
五
五
離
か
ら
四
九

O
麗
へ
の
切
下
白
時
は
さ
ほ
ど
で
も
左
か
っ
た
ゃ
う
で
あ
る
。
併
し
共
時
一
市

働

町

幣

制

論

事
五
十
ご
容

アミ

七

第
六
腕

TOllzet: Op. cit. p. 318 
Lacalll， G; L' Indochine francaise a"prè~ 1a crise et la deualuation， Supple 
ment au Bulletin quotidien de 1a 品 目白e d' Etude沿 et d' Inforrnat.1on~ 
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働

町

幣

制

論

第
五
十
一
一
巻

一
ハ
七
回

策
プミ
披

さ
れ
た
限
界
は
上
四
九

O
臨
、
下
四
=
一

O
隠
で
あ
っ
た
が
と
の
下
白
限
界
を
以
っ
て
一
ピ
ヤ
ス
ト
ル
と
す
る
規
定
は
翌
一
九
三
七
年

六月一一一

1
日
に
決
定
さ
れ
た
。
此
の
一
九
三
七
年
の
場
合
は
、
ピ
ヤ
ス
ト
ル
の
晴
樹
来
如
何
、
郎
ち
ピ
ヤ
ス
ト
ル
に
て
評
領
さ
れ
た
働

印
白
金
財
産
D
運
命
如
何
と
い
ふ
こ
と
が
論
議
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
影
響
す
る
と
と
ろ
は
相
営
大
で
あ
っ
た
。
偽
印
で
は
フ
ラ
ン

の
た
め
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
ピ
ヤ
ス
ト
ん
へ
の
恐
怖
感
さ
へ
伴
っ
た
。
そ
し
て
そ
と
に
ピ
ヤ
ス
ト
ル
の
フ
ラ
Y

よ
り
の
離
胞
を
め

rっ
て
論
議
が
展
開
し
た
。
こ
の
こ
と
り
出
渡
期
は
悌
印
よ
り
も
む
し
ろ
フ
ラ
ン
ス
本
固
で
あ
る
と
い
ふ
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
か

L
る
切
下
へ

D
賛
成
が
フ
ラ
ン
ス
白
生
産
者
に
上
っ
て
ま
づ
主
張
さ
れ
る
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
る
る
。
更
に
フ
ラ
Y

ス
の
生
産
者

の
外
に
も
悌
印
の
輸
入
業
者
、
悌
印
の
消
費
者
こ
れ
ら
の
人
達
は
背
ピ
ヤ
ス
ト
ル
が
フ
ラ
ン
に
比
し
て
強
い
と
し
」
を
望
む
と
理
解
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

之
に
卦
し
て
多
〈
の
事
舎
、
委
員
舎
が
現
欣
維
持
。
意
見
を
遁
ペ
た
。
が
し
か
し
今
は
こ
白
と
と
忙
論
及
す
る
徐
符
は
た
い
。
唯

か
i
A

る
現
状
維
持
白
長
所
及
奴
所
主
見
る
と
、
と
れ
を
無
保
件
に
承
認
す
る
と
止
に
は
問
題
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。
棄
し
桜
端
に
云

へ
ば
か
i
A

る
考
方
を
す
る
も
の
白
多
く
は
か
L
る
人
達
が
利
益
を
得
る
と
と
白
で
き
る
や
う
危
急
激
主
礎
化
が
賓
際
起
り
得
る
と
い

ふ
こ
と
に
於
い
て

0
・4
現
欣
維
持
な
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

此
の
間
に
あ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
印
度
支
那
委
員
曾
、
ま
た
在
悌
印
大
多
数
の
行
政
委
員
曾
、
商
業
合
議
所
及
農
業
合
議
所
は
保
件

阿
む
現
状
維
持
を
主
張
し
た
。
そ
白
意
見
を
綜
合
す
る
と
大
標
、
極
東
の
他
の
通
貨
に
封
し
て
合
理
的
だ
と
認
め
ら
れ
る
水
準
に
ま

で
ピ
ヤ
ス
ト
ル
潟
替
を
下
落
さ
せ
る
限
り
、

「
ピ
ヤ
ス
ト
ル

E
フ
ラ

y
に
結
合
さ
す
こ
と
に
は
好
意
を
有
つ
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ

ど
も
そ
白
下
落
が
飴
り
劇
し
く
な
る
と
す
れ
ば
か
i
h

る
立
揚
を
捨
て
、
寧
る
フ
ラ
ン
vr一
の
閥
係
を
切
断
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
ふ
の

で
あ
る
。

TOllzet: Op. cit. p. 319 25) 



更
に
此
の
揚
合
ピ
ヤ
ス
ト
ル
が
結
局
濁
ー
す
る
と
す
れ
ば
如
何
在
る
見
解
が
準
備
さ
る
ペ
斉
一
で
あ
ら
う
か
。
か
L

る
揚
合
の
ピ
ヤ

ス
T
i
w
D
調
立
内
容
己
そ
は
最
も
深
い
研
究
を
要
ず
る
も
の
で
あ
ら
う
。
ま
づ
考
へ
ら
れ
る
も
の
一
L
し
し
て
は
吹
の
一
二
つ
で
あ
ら
う

か
。
即
ち
第
一
は
銀
本
位
制
へ
の
復
節
で
あ
り
、
第
二
は
金
本
位
制
へ
の
再
開
で
あ
り
、
第
一
一
は
金
矯
替
本
位
制
の
探
別
で
あ
る
。

ま
づ
銀
本
位
制
へ
の
復
師
に
つ
い
て
は
、
悌
印
が
銀
本
位
制
に
移
る
白
に
は
怖
印
周
遊
白
閣
の
幣
制
関
係
を
考
察
し
た
げ
れ
ば
た

ら
な
い
。
と
れ
は
悌
印
経
済
地
盤
が
元
来
外
部
と
の
通
商
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
た
い
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
人
民
一
般
は
恒
産
た
〈

貧
困
姥
干
に
沈
澱
せ
る
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。

失
に
金
本
伏
制
へ
白
復
蹄
問
題
で
あ
る
が
、
ピ
ヤ
ス
ト
ル
を
濁
立
せ
る
純
粋
金
本
位
制
と
す
る
と
と
は
、
悌
印
と
し
て
最
も
有
力

た
経
済
開
慢
も
亦
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
へ
ば
一
九
三
七
年
の
海
防
商
業
曾
議
所
の
如
き
は
即
ち
是
れ
で
あ
っ
て
「
も
う
一
度

舗

ピ
ヤ
ス
ト
ル
を
金

ι結
び
つ
け
之
江
土
日
の
安
定
を
に
輿
へ
る
と
B
F
一
は
印
度
支
一
郊
の
一
般
的
利
径
と
た
る
L

と
主
張
し
て
ゐ
る
。
河
内
、

回
貢
の
一
商
業
曾
議
所
も
同
じ
傾
向
の
主
張
に
た
う
。
併
し
今
日
に
及
ん
で
純
粋
金
本
位
制
白
採
用
主
考
へ
る
と
と
は
一
考
を
姿
ナ

る
。
蓋
し
今
日
は
位
界
を
あ
げ
て
金
本
位
制
白
本
来
的
運
用
に
は
問
題
を
有
っ
て
ゐ
る
し
、
更
に
怖
印
の
閥
際
経
済
に
於
砂
る
地
位

は
此
の
問
題
に
闘
し
一
居
沈
潜
せ
る
考
察
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
は
金
潟
替
本
位
制
で
あ
る
が
、
純
粋
金
本
位
制
の
運
用
が
一
居
仰
怖
い
考
察
を
要
す
る
と
い
ふ
と
と
忙
な
れ
ば
、
そ
は
金
銭
替

本
位
制
U
採
用
と
た
る
。
併
し
此
の
揚
合
金
潟
替
は
、
フ
ラ
ン
金
鋳
替
で
あ
る
か
、
勝
余
儀
替
で
あ
る
か
、
ま
た
は
ド
ル
金
矯
替
で

あ
る
か
は
ま
た
研
究
さ
る
べ
き
重
大
問
題
で
あ
る
。
惟
ふ
に
フ
ラ
ン
・
金
矯
替
本
航
制
は
偽
印
が
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
力
下
に
あ
る
限

り
首
然
℃
あ
ら
う
。
併
し
既
に
こ
れ
が
怖
印
と
し
て
は
試
験
済
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
抽
出
る
も
白
は
砂
金
扇
都
本
位
制
か
弗
金

周
駒
仲
甘
本
位
制
で
あ
る
。
英
米
金
融
資
本
の
支
配
が
南
洋
に
於
い
て
強
化
さ
れ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
悌
印
は
こ
の
何
れ
か
に
依
存
せ
ざ

悌

叩

幣

制

論

第
五
十
-
一
巻

ノ、
七

帝
大
館

op. cit. p. 336 Touzet 26) 



備

印

幣

制

論

第
五
十
三
巻

一一、レ
J

h

、

ノ
I
寸
↑
ノ

第
六
瞬

凹

る
を
得
な
い
現
欣
に
あ
ら
う
。
そ
し
て
現
に
夜
米
の
資
金
凍
結
問
題
は
ピ
ヤ
ス
ト
ル
の
尤
も
偏
重
に
措
置
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
砂

に
つ
い
て
も
亦
、
瞬
が
従
来
極
東
支
配
に
占
め
て
ゐ
た
経
済
力
が
重
刷
さ
れ
る
。
従
っ
て
か
L

る
場
合
、
香
港
弗
や
支
那
一
五
ゃ
に
託

目
す
る
こ
と
は
皮
相
的
た
も
白
に
過
ぎ
た
い
。
問
題
は
事
わ
此
等
を
支
配
し
て
ゐ
る
金
融
資
本
と
如
何
た
る
闘
係
に
た
っ
か
に
存
す

る
と
思
は
れ
る
。

結

言

悌
印
白
通
貨
ピ
ヤ
ス
ト
ル
を
め
ぐ
る
幣
制
及
び
又
一
九
三
六
年
に
於
け
る
幣
制
改
革
の
仰
印
経
済
に
及
ぼ
せ
る
影
響
は
如
何
友
る

も
む
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
以
ヒ
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

悌
印
ピ
ヤ
ス
I
ル
は
そ
が
仰
印
の
ご
と
き
出
超
経
済
地
機
に
た
つ
も
の
井
一
し
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
心
如
く
本
岡
本
位
主
義
の
高
度
資

本
ぃ
仁
義
経
済
の
植
民
政
策
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
ゐ
る
限
り
は
、
共
の
澗
自
の
幣
制
護
展
は
巧
へ
ら
れ
な
い
。
ま
た
た
と
ひ
フ
ラ
ン

ス
と
り
闘
係
主
宵
く
問
は
た
い
と
し
て
も
、
モ
の
出
超
経
済
地
盤
に
た
ち
共
の
獅
闘
の
経
済
的
後
展
を
遂
げ
る
目
的
か
ら
共
の
幣
制

を
極
東
に
た
て
ん
と
す
れ
ば
、
そ
が
英
米
金
融
資
本
的
機
能
下
に
た
っ
砂
又
は
弗
金
錦
替
本
位
制
で
あ
る
こ
と
は
、
極
め
て
問
題
を

合
む
と
己
ろ
で
あ
る
。
今
や
悌
印
ピ
ヤ
ス
ト
ん
は
東
亜
新
鶴
制
に
印
す
る
澗
自
の
幣
制
に
上
る
べ
き
か
又
は
奮
い
英
米
金
潟
替
本
位

制
に
よ
る
べ
き
か
白
岐
路
に
た
っ
て
ゐ
る
。
今
日
展
開
し
つ
i
h

あ
る
束
現
共
築
関
内
托
於
け
る
悌
印
白
地
枕
己
モ
は
正
に
と
の
ピ
ヤ

ス
ト
ル
幣
制
を
し
て
、
如
何
に
決
定
す
べ
き
か
と
い
ム
機
舎
に
直
岡
し
て
ゐ
る
と
と
を
感
得
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。




